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※購入申込フォームからお申込み頂けます。

市町村による市民後見事業への取組が始まりつつある。成年後見の担い手として地域住民の役割が強まる

中で、市町村は市民後見人を育成し、活用を図ることによって、判断能力が十分でない高齢者の権利擁護を

推進していくことが強く期待される。 

本書は、平成 23 年度市民後見推進事業（国モデル事業）の、自治体研修会の講義内容を基に構成したも

の。市民後見関連の報告書、ホームページなどを紹介した参考資料を併載。
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